
子育て 講演 相談 お知らせイベント展覧会募集教育 スポーツ

知って得する暮らしの情報を紹介します。
気になる情報を見つけたら、アクションをおこしましょう。

日時　　　場所　　　料金　　　問い合わせ　　　申し込み問

７７月の納税等月の納税等

納期限 ： ７月31日（金）納期限 ： ７月31日（金）

●固定資産税（２期）●固定資産税（２期）
●国民健康保険税（１期）●国民健康保険税（１期）
●後期高齢者医療保険料（１期）●後期高齢者医療保険料（１期）

※納期限を過ぎると延滞金が加算されます。早めの納付を
　お願いします。
※納付は、簡単で便利な口座振替を。
※口座振替で納付の方は、預金残高の確認を。

0296-73-4960

  総務課（内線 206）  総務課（内線 206）

  健康医療政策課 TEL.0296-77-9145  健康医療政策課 TEL.0296-77-9145
　　茨城県赤十字血液センター TEL.029-246-5566　　茨城県赤十字血液センター TEL.029-246-5566

　情報公開・個人情報保護制度は、個人の知る権利を
尊重し個人の権利利益の保護を図るために、市が保有
する情報の公開を請求する権利、個人情報の開示等を
請求する権利を明らかにするものです。

　血液は長期保存ができず、人工的に造ることもできません。そ
のため、安定的に血液製剤を届けるためには、日々多くの方の協
力が欠かせません。少子化により献血可能な人口が減少している
中、特に 10代～ 30代の献血者が減少しています。皆さんのご
協力をお願いします。

情報公開・個人情報保護制度の情報公開・個人情報保護制度の
運用状況について運用状況について

7月は「愛の血液助け合い運動」月間です

●運用状況（令和７年４月１日～令和８年３月 31日）
１．情報公開制度

２．個人情報保護制度

情報公開条例に基づく公文書の公開の請求に
対する公開及び部分公開 29件

条例に基づく審議会等の会議の公開 39件

個人情報の保護に関する法律に基づく開示の
請求に対する開示 19件

訂正・削除・利用中止請求 0件

※なお、市長交際費・議長交際費は、市のホームページで公開
　しています。

７月の献血バス運行スケジュール
７月 20日（月・祝）

　　　　午前 10時 15分～正午
　　　　午後 1時 15分～ 4時
問：笠間ショッピングセンター
　　ポレポレシティ（笠間市赤坂 8）

７月 27日（月）
　　　　午前９時 30分～ 11時 45分
　　　　午後１時～４時
問：笠間市役所（笠間市中央 3-2-1）

献血バス受け入れにご協力いただける企業・団体を
募集しています
　現在、献血バスの受け入れ場所を確保することが困難な状況
です。献血バスでの献血実施に協力・検討いただける場合は、
ぜひ茨城県赤十字血液センターにご連絡ください。

▼詳しくはこちら

茨城県赤十字
血液センター
ホームページ

※献血に協力いただいた皆さんには、笠間献血連合会から記念
品がプレゼントされます。
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　経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、本人からの申請により、保険料が「免除」または
「納付猶予」される制度があります

◎障害年金を受けている方や生活保護法による生活扶助
を受けている方は「法定免除」となります。

◎国民年金第１号被保険者の期間を対象とした産前産後
期間の保険料については、所得に関係なく、一定期間
保険料が免除される「産前産後免除」があります。

◎ 10 月から、国民年金第１号被保険者を対象に、子が
１歳になるまでの期間の保険料が免除される「育児免
除制度」が始まります。

◎保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不
慮の事故が発生すると、障害基礎年金、遺族基礎年金
を受けられない場合があります。

◎詳しくは下の二次元コードを確認するか、お問い合わ
せください。

  
国民年金保険料国民年金保険料

　  　  免除・納付猶予制度をご存じですか？免除・納付猶予制度をご存じですか？

　①全額免除・一部免除制度
　　　「本人」・「世帯主」・「配偶者」の前年所得が一定以下の場合は、申請により保険料が全額免除または一部
　　　免除（１／４免除・半額免除・３／４免除）になります。
　②納付猶予制度
　　　50 歳未満の方で「本人」・「配偶者」の前年所得が一定以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予
　　　されます。
　③学生納付特例制度
　　　学生の方で「本人」の前年所得が一定以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。

  保険年金課（内線 142）　笠間支所保険福祉課（内線 72135）　岩間支所保険福祉課（内線 73182）  保険年金課（内線 142）　笠間支所保険福祉課（内線 72135）　岩間支所保険福祉課（内線 73182）

【注意事項】
・申請時点の２年１か月前の月分まで申請ができます。ただ
し、申請期間に対応する前年所得に基づき審査を行います
ので、申請が承認されない場合があります。

・「一部免除」の期間は、保険料を納付しないと、未納期間
と同じ扱いになります。

・将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除などを
受けた期間の保険料については、10 年以内であれば、遡っ
て納めること（追納）ができます。ただし、３年度目以降
の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。

【申請に必要なもの】
　年金番号のわかるもの、本人確認ができるもの、委任状（本
人または世帯主以外が申請する場合）
※失業などにより免除を希望される場合は、雇用保険被保険

者離職票などの写しをご用意ください。

第 2日曜日

天狗の郷
バザール
de
いわま

 ８月９日（日）

　 午前９時～午後３時

問  地域交流センターいわま「あたご」

 根
ね

本
もと

（TEL.090-3009-7883）

友部駅前フリーマーケット
第 4日曜日

 ８月 23 日（日）午前９時～午後１時

問  地域交流センターともべ「トモア」まちの広場

 柏
かしわ

崎
ざき

（TEL.090-1880-6317）
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  社会福祉課（内線 151）　笠間支所保険福祉課（内線 72134）　岩間支所保険福祉課（内線 73173）  社会福祉課（内線 151）　笠間支所保険福祉課（内線 72134）　岩間支所保険福祉課（内線 73173）

くらしの相談くらしの相談

  障がい者（児）に対する各種手当障がい者（児）に対する各種手当
　障害者手帳をお持ちの方とその家族に対して、手帳の種類や等級などに応じて、手当が支給される場合がありま
す（手帳を所持していなくとも該当する場合もあります）。
　現在、手当を受給していない方で、該当すると思われる方は社会福祉課または、各支所保険福祉課までご相談くだ
さい。

心身障害者
扶養共済制度

難病患者等
支援金

在宅心身障害児
福祉手当 特別障害者手当 障害児福祉手当 特別児童

扶養手当

対
象
者
（
児
）

身体、知的または精
神に障がいを有する
方を養育している 65
歳未満の保護者の方

次のいずれかをお持
ちの方

･ 指定難病特定医療
費受給者証

･ 小児慢性特定疾病
医療受給者証

･ 一般特定疾患医療
受給者証

･ 先天性血液凝固因
子障害等医療受給
者証

●次のいずれかの手帳
を持つ 20 歳未満の
児童（障害児福祉手
当を受給している場
合は除く）の保護者

･ 身体障害者手帳
　（１級～３級）
･ 療育手帳
　（○ A ～ B）
･ 精神障害者保健
　福祉手帳
　（１級）

●特別児童扶養手当
を受給している方

著しい重度の障がい
を有するために、日
常生活において常時
特別の介護を必要と
する状態にある在宅
の 20 歳以上の方

受給者は、毎年８月
12 日 か ら ９ 月 11
日までの間に、現況
と前年の所得を届け
出 る 必 要 が あ り ま
す。

著しい重度の障がい
を有するために、日
常生活において常時
特別の介護を必要と
する状態にある在宅
の 20 歳未満の方

受給者は、毎年８月
12 日 か ら ９ 月 11
日までの間に、現況
と前年の所得を届け
出 る 必 要 が あ り ま
す。

身体、知的または精
神に中度以上の障が
いを有する 20 歳未
満の児童を監護する
父母、または父母に
代わってその児童を
養育している方

受給者は、毎年８月
12 日 か ら ９ 月 11
日までの間に、現況
と前年の所得を届け
出 る 必 要 が あ り ま
す。

手
当
額
・
支
給
方
法

●保護者が掛金を継続
し て 納 入 し、 万 一
のことがあった場合
に、１口あたり月額
20,000 円の年金が支
給されます。

●掛金は、加入時期に
応 じ て １ 口 あ た り
9,300 円から 23,300
円になります。

● 月 額 2,000 円、
3,000 円 ま た は
4,000 円

　（受給者証の種類
や所得階層区分に
より支給金額が変
わります）

●年２回（９･ ３月）

●（１級）
　　月額 3,000 円
　（２級）
　　月額 1,500 円

●年２回（９･ ３月）

●月額 30,450 円
●年４回
　（５･ ８･11･ ２月）

●月額 16,560 円
●年４回
　（５･ ８･11･ ２月）

●（１級）
　　月額 58,450 円
　（２級）
　　月額 38,930 円
●年３回
　（４･ ８･11 月）

手
続
き
に
必
要
な
も
の

●加入等申込書
●住民票
●申込者告知書
●障害証明書
●印鑑
●障害者手帳
※別途必要となる書

類があります。

●上記いずれかの
受給者証の写し

●振込先の通帳
　（本人名義）

●障害者手帳等の
該当する要件を
証明するもの

●振込先の通帳
　（本人名義）

●障害者手帳
●所定の診断書
●振込先の通帳
　（本人名義）
●個人番号のわか

るもの

●障害者手帳
●所定の診断書
●振込先の通帳
　（本人名義）
●個人番号のわか

るもの

●障害者手帳
●所定の診断書
●戸籍謄本
●振込先の通帳
●個人番号のわか

るもの

特設無料人権相談特設無料人権相談

 ８月 20 日（木）午前 10 時～午後３時
問  笠間公民館（笠間市石井 2068-1）

 水戸地方法務局
　（TEL.029-227-9919）

行政書士無料相談会行政書士無料相談会

 ８月19 日（水）午後１時～４時
問  市役所本所（笠間市中央 3-2-1）

 茨城県行政書士会
　（TEL.029-305-3731）

行政相談行政相談

 ８月 20 日（木）午後１時～３時
問  笠間公民館（笠間市石井 2068-1）

 秘書課（内線 228）
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創業101年

暑い

４月末まで
10％OFF10％OFF

夏ですね！！
体に気を付けて
頑張りましょう！

襖張り替え

10％OFF
７月末まで

  健康医療政策課　TEL.0296-77-9145  健康医療政策課　TEL.0296-77-9145

早期の接種を検討してほしい定期予防接種
対象年齢（接種時期） 通知時期等

麻しん・風しん
（MR）第１期 １歳以上２歳未満 赤ちゃん訪問時

麻しん・風しん
（MR）第２期 小学校入学前の１年間（年長児の期間） 赤ちゃん訪問時

接種を忘れやすい定期予防接種
対象年齢（接種時期） 通知時期等

日本脳炎第２期
９歳以上13歳未満
※平成19年４月１日生まれまでの方は、20歳の誕生日前日まで、定期
接種（４回）のうち不足回数を接種可能

小学４年生

二種混合（DT） 11歳以上 13歳未満 小学６年生

ヒトパピローマウイルス
（HPV）感染症

小学６年生から高校１年生相当の女子
※15歳未満で接種を開始した場合は、２回で接種完了（15歳以上は３回）
※高校１年生相当は年度末日（令和９年３月 31日）まで

小学６年生

高齢者肺炎球菌 接種日当日に 65歳の方 誕生日の前月に通知

帯状疱疹
年度内年齢が 65･70･75･80･85･90･95･100 歳の方
※組換えワクチン接種希望の方は、１回目の接種を遅くとも１月末日ま
でに接種

４月上旬に通知

  予防接種はお済みですか予防接種はお済みですか
　予防接種は、その病気にかからないようにすることや重症化の予防、病気のまん延防止を目的としています。
　定期予防接種は、病気ごとに決められた接種期間がありますので、適切な期間内に接種することが大切です。
　今年は、国内外問わず麻しんの感染者数が多く報告されていますので、ワクチン接種で病気を防ぎましょう。

詳しくは、下の二次元コードからご確認ください。

こどもの予防接種 大人の予防接種
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